
令和 7 年 4 月吉日 

従来型特養利用者様ご家族 各位 

 

「面会」について 

 

特別養護老人ホーム高千帆苑 

施設長 松冨憲太 

 

春陽の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 

皆様、平素より当苑の感染症対策に対し、多大なるご理解、ご協力をいただき誠に

ありがとうございます。  

この度、世情の変化に伴い面会の内容を変更させていただくことになりました。  

しかしながら、身体的に弱い立場の利用者様をお守りする為、今後も感染症対策を継

続していかなければなりません。近隣の感染症の状況に伴いまして変更させていただ

く場合もございますが、引き続きのご理解、ご協力の程お願い申し上げます。  

 

 

～令和７年５月１日より下記の要項に変更させていただきます～ 

 

祝日を除く 

平日の  9：30・10：30・14：00・15：00・16：00 の 30 分間 

土曜日の 9：30・10：30・14：00・15：00     の 30 分間 

１家族、週２回 までの 事前予約制（前日までの予約） 

居室での面会（2.4 人部屋ご利用の方は予約時に部屋 or 面談室での面会の選択を申し

出ください） 

※居室での面会は中学生以上の方３名までとさせて頂きます。中学生未満の方がおら

れる場合は面談室での面会とさせていただきますので予約時にお知らせください。 

※ご不明点等ございましたらお問い合わせください。 

 

注意点）風邪、感染症症状の方はご遠慮ください。 

マスク着用、検温時 37.0℃以下、手指消毒、飲食禁止 

    食べ物等利用者様に直接お渡しいただくことはご遠慮ください。（職員にお預

けください） 

    注意点を遵守されない場合は、今後の面会を制限させていただく場合もござ

いますのでご容赦ください。 

 

以上 

 

 



 

 

 

 

 


